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１ 開会 

 

 

２ 内容 

（１）世田谷区の民設民営放課後児童クラブの概要及びこれまでの整備状況について 

 

（２）今後の整備計画について（募集スケジュール含む） 

 

（３）補助事業について 

 

（４）マッチング事業について 

 

３ 質疑応答 

 

 

４ 閉会 

 



民設民営放課後児童クラ
ブの今後の整備に関する

事業者説明会



世田谷区の放課後児童健全育成事業の
実施状況と課題

•世田谷区では区立小学校内で、放課後の自由な遊び場である
「BOP」と、放課後に児童の保護・育成を行う「新BOP学童
クラブ」を一体的に運営する「新BOP事業」を実施している。
（区内６１校にて実施）

•新BOP学童クラブは、保護者の就労や病気などのため、放課後
に家庭で保護・育成にあたることのできない世帯の小学校低学
年の児童に、健全な遊びや安全な生活の場を提供し、一人ひと
りがのびのびと安心して過ごせるよう配慮し、心身の健やかな
成長を促すとともに、自立を支援することを目的に運営してお
り、区内全体で9,000人を超える児童が登録・利用している。





民設民営放課後児童クラブの整備

•新BOP学童クラブの抱える課題である「大規模化」や「狭あい
化」の解消を図り、子どもの放課後の遊びと生活の質を向上さ
せるとともに、各家庭のライフスタイルに合った放課後の過ご
し方を確保することをめざして、学校外に民設民営放課後児童
クラブを整備することとした。

•放課後児童健全育成事業の支援の質の向上に資することを目的
とし、令和４年度に、世田谷区が目指す放課後児童健全育成事
業の望ましい方針として「世田谷区放課後児童健全育成事業の
運営方針」を策定し、公と民ともに、子どもの権利保障と最善
の利益を考慮して、成育支援を推進していくこととした。



１．提案型

運営事業者が土地や建物を確保して、運営内容も含めて提案するもの
※年３回程度の審査会を実施予定（相談は随時受付）

２．誘致型

区有地を活用した整備を目指す公募を行い、学童クラブの建物は選定された
運営事業者が創設するもの ※現時点では実施予定はなし

３．認可保育所等活用型

認可保育所等の余裕スペースを活用して、小規模の学童クラブの運営を
行うもの ※年１～２回程度の審査会を実施予定

民設民営放課後児童クラブの
整備手法について



民設民営放課後児童クラブの
整備状況について

開設日 事業者・施設名 所在地 優先受入校 定員・支援

Ｒ６．４
ライクキッズ株式会社
【にじいろ砧学童クラブ】

砧２－１６－１ 山野小学校
８０名
２支援

Ｒ６．４
株式会社ベネッセスタイルケア
【ベネッセ学童クラブ芦花公園】

粕谷２－３ 芦花小学校
８０名
２支援

Ｒ６．４
株式会社ベネッセスタイルケア
【ベネッセ学童クラブ桜新町】

桜新町２－１２－４
松丘小学校
桜町小学校

４０名
１支援

Ｒ６．４
特定非営利活動法人三楽
【キッズクラブ経堂】

経堂２－４－６ 経堂小学校
８０名
２支援

Ｒ６．４
社会福祉法人和光会
【深沢わこう学童クラブ】

深沢５－１６－１７ 東深沢小学校
８０名
２支援



令和７年４月開所予定の施設
開設日 事業者 所在地 優先受入校 定員・支援

Ｒ７．４ 社会福祉法人杉の子保育会
桜丘２丁目１番８号
(さくらのその保育園)

桜丘小学校
１５名
１支援

Ｒ７．４ 社会福祉法人種の会
下馬４丁目１番８号
(世田谷はっと保育園)

旭小学校
１３名
１支援

Ｒ７．４ 社会福祉法人嬉泉
鎌田４丁目１２番１７号
(鎌田のびやか園)

砧南小学校
１２名
１支援

Ｒ７．４ 社会福祉法人たちばな福祉会
岡本２丁目３３番２２号
(RISSHO KID’Sきらり岡本)

砧南小学校
１４名
１支援

Ｒ７．４ 株式会社ベネッセスタイルケア 船橋１丁目１０番３号 桜丘小学校
６０名
２支援

Ｒ７．４ 社会福祉法人正道会 上馬５丁目２１番１１号 弦巻小学校
８０名
２支援



今後の整備計画について



今後の整備計画について

•1施設当たりの児童数

•登録児童数の推移

•整備数の見込み

•優先度マップ

•R7年度募集スケジュール



1施設あたり児童数
（都内市区町村との比較）

都内市
区町村
３/63
位…

※東京都 放課後児童健全育成事業（学童クラブ事業）実施状況（令和５年５月１日現在）に基づき作成



登録児童数の推移（実績）
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学童クラブ登録児童数の推移（将来）
※現時点での予測値となりますので今後変動する可能性があります。
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整備数の見込み
• 令和11年4月までに定員約1950人分を確保していく。

※令和7年4月時点で552人分確保見込み。

＜提案型・誘致型＞

定員40人～80人規模の学童クラブ 約28施設の整備が必要

＜認可保育所等活用型＞

定員10人～20人規模の学童クラブ 約32施設の整備が必要

※令和７年４月開所予定の施設数も含みます。



優先度マップ



R7年度募集スケジュール【提案型】予定
＜第５期＞

～６月中 事前相談・応募締め切り

６月末～８月中旬 審査

８月下旬 事業者の決定

＜第６期＞

～９月中 事前相談・応募締め切り

９月末～１１月中旬 審査

１１月下旬 事業者の決定

＜第７期＞

～１２月中 事前相談・応募締め切り

R8.１月～２月中旬   審査

２月下旬 事業者の決定



R7年度募集スケジュール（予定）
【認可保育所等活用型・誘致型】

＜認可保育所等活用型＞

３月～４月中旬 事前相談・応募書類の提出

４月下旬～５月中旬 審査

５月下旬 事業者の決定

＜誘致型＞ 未定

※決まり次第、ホームページ等でお知らせします。



補助金について



改修費（拡充）01 創設費（新設）02

運営費（拡充・新設）03

補助制度（概要）

• 既存施設の改修費

• 備品の購入費

• 開所に必要な賃借料 等

• 創設に必要な工事費等

• 備品の購入費

• 開所に必要な賃借料 等

• 運営に係る人件費

• 障害児の受入に必要な人件費

• 処遇改善に必要な人件費

• 送迎に必要な人件費

• 賃借料

• 施設環境・体験活動の拡充費用 等



本事例は、あくまで上限額であり、補助を保証するものではありませんので、ご了承ください。

定員80名規模の学童クラブを想定
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改正前の
12,600,000円

から大幅増額！！

改修費（拡充）01

改修費等に対して最大29,295,000円の補助をします。

法人負担額
2,385,000円

※12,600,000円までは法人負担0円



項目 金額

〈内訳〉

区補助額 214,116,000円

法人負担額 12,859,000円

補助基準額（上限） 226,975,000円

創設費（新設）02

本事例は、あくまで上限額であり、補助を保証するものではありませんので、ご了承ください。

定員80名規模の学童クラブを想定

新たに放課後児童クラブの創設に必要な工事費等の

補助制度を新設しました。

最大214,116,000円補助します。



その他整備にかかる補助制度

項目 学校110番設置事業 ICT化推進事業

1支援(40名規模) 300,000円 650,000円

2支援(80名規模)
300,000円

※上記以外の区補助額あり
1,300,000円

※上記以外の区補助額あり

対象経費 ・学校110番設置にかかる経費

・業務のＩＣＴ化を行うためのシ
ステムの導入

・研修のオンライン化 等
※上記以外の対象経費あり



11,400,000円

15,840,000円

20,520,000円
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運営費（拡充）03

本事例は、あくまで上限額であり、補助を保証するものではありませんので、ご了承ください。
定員80名規模の学童クラブを想定

（繁華地区）

国税庁が定める相続税路線価におけるビル街地区、高度商業地区、繁華街地区、普通商業・住宅併用地区 

学童クラブ運営支援事業（賃借料補助）

9,120,000円

賃借料に対して最大20,520,000円の補助をします。

4,400,000円

補助基準額内の場合、

法人負担０円！！



「子どもの声を反映」させた施設環境及び体験活動を充実さ

せる取り組みに対する補助制度を新設します。

金額 定員数×4,000円 5月1日時点の登録児童数×38,000円

対象経費
利用児童の意見を反映させるために必

要な委託料、物品購入費等
成育支援の質の向上に資する活動・
月行事等に必要な使用料、交通費等

施設環境拡充事業 体験活動費支援事業

運営費（新設）03

施設環境拡充事業 体験活動費支援事業



運営費03

本事例は、あくまで上限額であり、補助を保証するものではありませんので、ご了承ください。

定員40名規模の学童クラブを想定

項目 補助基準額 項目 補助基準額

①学童クラブ事業（支援単位）※1 13,399,000円
⑧放課後児童支援員等処遇事業（月額9,000円相
当賃金改善）（支援単位）

924,000円

②障害児受入推進事業（支援単位） 2,059,000円
⑨放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業
（支援単位）

919,000円

③学童クラブ運営支援事業（賃借料補助） 7,920,000円⑩障害児受入強化推進事業（支援単位） 2,059,000円

④放課後児童クラブ送迎支援事業（事業所単位）
※認可保育所等活用型は2,400,000円

4,800,000円※2
⑪学童クラブにおける医療的ケア児等受入支援事
業（支援単位）

7,500,000円

⑤放課後児童支援員等処遇改善等事業（支援単位） 4,836,000円⑫施設環境拡充補助 160,000円

⑥学童クラブ育成支援体制強化事業（支援単位） 2,951,000円⑬体験活動費補助 1,520,000円

⑦学童クラブ第三者評価受審推進事業（事業所単位） 600,000円⑭利用料補助 児童数加算 7,200,000円

※1都型学童クラブ事業含む
※2認可保育所等活用型は2,400,000円



世田谷区独自の補助制度

補助事業 国都補助事業 世田谷区単独事業 補助額合計

送迎にかかる人件費補助 1,073,000円 3,727,000円 4,800,000円

登録児童数に対する補助 0円 14,400,000円 14,400,000円

施設環境拡充に対する補助 0円 320,000円 320,000円

体験活動費補助 0円 3,040,000円 3,040,000円

国都の補助スキームで不足する金額を
区が一部補填します！！

◆本事例は、あくまで上限額であり、補助を保証するものではありませんので、ご了承ください。
◆定員80名規模の学童クラブを想定

2支援（80名定員規模想定）

◆東京都が認証学童クラブ制度の検討を行っており、補助制度の拡充がなされる可能性がありますが、現時点で確定している補助制度の
みでご説明させていただいております。



補助金シュミレーション
（整備費補助・賃借料補助）

ケース１ 建物の一部（テナント）を賃借・改修し、

１支援（定員４０人）の学童クラブを整備する

○学童クラブへ活用することで合意した契約条件等
権利形態 ： 賃貸借契約
契約開始 ： 開所6か月前
契約期間 ： 5年間（更新あり）
賃貸面積 ： 140㎡（42.4坪）
賃料(年) ： 10,800,000円
賃料(月) ：   900,000円 (約21,000円／坪) 

事業規模 ： 40人定員
改修費 ： 20,000,000円

項目 経費 法人負担額 区補助額
補助対象経費

改修費補助 20,000,000円 15,840,000円 4,565,000円 15,435,000円

開設前賃借料補助 5,400,000円 3,960,000円 1,440,000円 3,960,000円

現況   マンション ４階建
１階分（延床面積 １４０㎡）
を学童クラブとして活用

繁華地域外
ＲＣ造４階建て



ケース２ 土地所有者が建物の躯体を建設し、運営事業者が内装工事を行い、

２支援（定員８０人）の学童クラブを整備する

建物全体（延床面積 ２４０㎡）
を学童クラブとして活用

○学童クラブに活用することで合意した契約条件等
権利形態 ： 賃貸借契約
契約開始 ： 開所6か月前
契約期間 ： 20年間（更新あり）
延床面積 ： 240㎡（72.7坪）
賃料(年) ： 15,600,000円
賃料(月) ：   1,300,000円 (約 18,000円／坪) 

事業規模 ： 80人定員
改修費 ： 30,000,000円

オーナー建て貸し
2階建て建物

補助金シュミレーション
（整備費補助・賃借料補助）

項目 経費 法人負担額 区補助額
補助対象経費

改修費補助 30,000,000円 28,800,000円 3,225,000円 26,775,000円

開設前賃借料補助 7,800,000円 7,200,000円 600,000円 7,200,000円

繁華地域外
木造２階建て



補助金シュミレーション
（整備費補助・賃借料補助）

ケース３ 学童クラブ運営法人が土地を借り、

１支援（定員４０名）の学童クラブを建築し、整備する

建物全体（延床面積 １４０㎡）
を学童クラブとして使用

○学童クラブ整備への活用することで合意した契約条件等
権利形態 ： 事業用定期借地権設定（公正証書を作成）
契約開始 ： 開所１年前
契約期間 ： 21年間
賃借料(年) ： 4,776,000円
賃借料(月) ： 398,000円(約 8,700円／坪)

 
借地面積 ：152㎡（46坪）
建物延床面積：140㎡（42.4坪）
事業規模 ：40名定員
建築工事費 ：120,000,000円

学童クラブ運営事業者が
建築する建物

繁華地域外
木造２階建て

項目 経費 法人負担額 区補助額
補助上限額
（参考）内項目 補助対象経費

創設費補助

本体工事費のみ

124,776,000円

33,833,000円 0円 33,833,000円 33,833,000円

特殊付帯工事費のみ 0円 0円 0円 20,358,000円

賃借料加算のみ 4,776,000円 0円 4,776,000円 7,860,000円

都区上乗せ補助 51,437,000円 41,159,625円 45,007,375円 45,007,375円



ケース４ 学童クラブ運営法人が土地を借り、

２支援（定員８０名）の学童クラブを建築し、整備する

○学童クラブ整備への活用することで合意した契約条件等
権利形態 ：事業用定期借地権設定（公正証書を作成）
契約開始 ：開所1年前
契約期間 ：２１年間
賃借料(年) ：9,540,000円
借地料(月) ：795,000円(約 10,500円／坪) 

   借地面積 ： 250㎡（75.7坪）
建物延床面積： 240㎡（72.7坪）
事業規模 ： 80名定員
建築工事費 ： 200,000,000円

補助金シュミレーション
（整備費補助・賃借料補助）

項目 経費 法人負担額 区補助額
補助上限額
（参考）内項目 補助対象経費

創設費補助

本体工事費のみ

209,540,000円

67,666,000円 0円 67,666,000円 67,666,000円

特殊付帯工事費のみ 0円 0円 0円 40,716,000円

賃借料加算のみ 9,540,000円 0円 9,540,000円 15,720,000円

都区上乗せ補助 87,374,000円 55,881,750円 76,452,250円 76,452,250円

建物全体（延床面積 ２４０㎡）
を学童クラブとして活用

学童クラブ運営事業者が
建築する建物

繁華地域外
木造２階建て



新たな取り組み
（マッチング事業）ついて



新たな取り組み
（マッチング事業）

法人個人

資産活用に
困っている…

土地・建物
情報の提供

世田谷区

建築条件
接道・建ぺい率・容積率等の確認

設置条件
立地・敷地面積・延床面積等の確認

学童クラブ・保育園等
運営事業者地権者等の

意向伝達

➋

整備候補物件の契約条件等交渉

❺

事業者
情報提供

❸

❻

応募申込

学童クラブをやりた
いけど土地・建物が
見つからない…

区が情報共有等の
仲立ちを担います

事業者情報
の登録

➊

❼

➍
交渉相手方
の意思表示

※世田谷区が土地や建物、運営事業者の情報共有の仲立ちを行いますが、提案採択や事業者選定を確約するものではありません。



 

提出日   年  月  日 

 

 

 

 

 

民設民営放課後児童クラブ運営事業者応募に関する質問票 

法 人 名  

所 在 地  

担当者名  

電話番号  ＦＡＸ番号  

電子メールアドレス  

 

【質問内容】※箇条書きで記載してください。 

 

 

（区処理欄： 収受日 令和  年  月  日、  月  日     済） 

世田谷区子ども・若者部児童課児童育成担当 あて 

ＦＡＸ：０３（５４３２）３０１６ 

メール：SEA02247@mb.city.setagaya.tokyo.jp 

mailto:SEA02247@mb.city.setagaya.tokyo.jp
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